2005.3.16特別抗告棄却決定文に対する反論
	項目
	棄却決定主文
	反　　　論

	★脅迫状と石川さんの筆跡が違うという弁護側の主張について
	「申立人（石川一雄さん）が被疑者段階で作成した文書と脅迫状の間にみられる筆勢、書字の巧拙、漢字の使用率、文書表現の差異は、このような文書作成時における心理的条件等の違いである。」

「文書作成時の心理状態等により、書字・表記・表現の正誤・巧拙の程度も異なり得る」
	· 書くときの条件、心理で筆跡に違いが出る（書くたびに筆跡が違う）というなら、筆跡鑑定は意味がなくなる。弁護団は19通も専門家の筆跡鑑定を出している。

· 筆跡の違いを科学的に何も説明していない。まず鑑定人尋問をおこなうのが当然。

・筆跡の違いを認めている。筆跡が同じだという警察の鑑定を根拠にして石川さんを有罪にした寺尾判決の誤り、合理的疑いが生じていることを認めている。再審を開始すべきはずだ。

	★封筒宛名の筆記用具について
	「昭和38年5月２日に撮影された、指紋検出試薬の処理以前の封筒の写真で、「少時様」の三文字を肉眼で観察したところでは、「少時」と「様」の文字が別の筆記用具で書かれているとは認め難い。」
	· 元鑑識の専門家が鑑定しているのに素人の裁判官が「肉眼で観察」してわかるのか。
· しかも、弁護側の説明も反論の機会も与えずに一方的に「証拠調べ」をしている。鑑定人の証人尋問をやるべきだ。
· 齋藤鑑定人は指紋検査後のインクの違いから筆跡用具が違うと鑑定している。指紋検査前の写真を見て「筆記用具が違うとは思えない」というのでは話にならない。筋違いも甚だしい。鑑定人の尋問をやらないからこういう間違った判断になる。

· 同じ写真を肉眼で観察して筆記用具が違うと鑑定した元大阪府警の奥田鑑定にはまったく触れていない。

	★本件万年筆発見の経緯について
	「本件鴨居上の奥は、視点の位置や明るさによっては見えにくく、意識的にその場所を捜すのであれば格別、さっと見ただけでは万年筆の存在が分かるような場所とは必ずしもいえず、見落とすこともあり得ると認められるから、弁護側の主張は成り立たない。」
	· 発見場所の鴨居をまず見てから判断するべきだ。なぜ現場検証をやらないのか。現場検証もやらずに、「視点の位置や明るさによって見えにくい」などと決めつけている。家宅捜索の実態を無視して、抽象的な言い方で「見えにくい」ことにしてしまっている。
· 警察官の捜索は「意識的に」「あらゆる場所を」「見落としのないように」やるものだ。とくに狭山事件は、当時、警察庁長官が辞任するぐらいの重大事件。見落としのないようによるのは当然。

	★指紋について
	「申立人の自白には出ていないからといって、申立人が指紋付着を防ぐ処置を講じていなかったとも決めつけるわけにはいかない。そうすると、上記各証拠は、異議審で提出された齋藤第四鑑定書を含め、申立人の自白の信用性を左右するものとは認められない。」
	· こんな言い方をすれば、だれでも犯人になってしまう。
· 刑事裁判の鉄則は「疑わしきは罰せず」ではないのか。

· 石川さんの指紋がついていないことは認めざるをえなくなった。しかし、指紋がないのはおかしいということを何も説明していない。


· 最高裁がこのような論法で、弁護側の主張や専門家の意見（鑑定）をしりぞけたら、誤判は正されず、冤罪をなくすることはできません。
（『部落解放第39回全国集会（和歌山全研）』第四分科会討議資料から）
